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親の家屋に子が増築した場合 

◆親の家屋に子が増築した場合 

 親が所有する家屋を子の資金で増築するという

ことがよくあります。この場合、増築後の登記状況

等により贈与税が課税される恐れがあります。例

えば、父が所有する木造平屋の家屋（時価 1,000

万円）に、子が家屋の時価と同額の 1,000万円を

かけて２階部分を増築したとしましょう。 

 

◆民法における『付合』の考え方 

 この場合、民法における『付合』の考え方を理

解する必要があります。『付合』とは、別個のもの

がくっついて一つになるイメージになります。不動

産の場合、『不動産の所有者は不動産に従とし

て付合した物の所有権を取得する』（民 242）とさ

れています。 

 この例では、父所有の家屋（主）に対して、増築

部分が『付合』した物（従）とされれば、増築部分

も父が所有権を有することになります。 

 一般には増築部分が①事実上、分離復旧させ

ることが不可能で、②２階部分だけ独立して取引

できるような状態でなければ、『付合』したものと見

られます（なお、増築部分が区分所有権の対象と

なるものについては、『付合』は生じません）。 

 

◆『持分変更』で高率の贈与税課税を避ける 

 今回の増築部分が区分建物として独立性がない場

合、一般的には『付合』が成立し、増築部分の金銭負

担者（子）と取得財産の名義（父）が異なることになりま

す。そのため、子から父に対して 1,000万円の贈与が

あったものして、父に高率の贈与税が課されます。も

っとも、負担分＝持分とする形（本事例では 1/2）で登

記することで、利益の移行がなかったものとして、贈与

税課税を回避することができます。 

 国税庁ＨＰの質疑応答事例では、①旧家屋の持分 2

分の 1を父から子に時価で譲渡し（本事例では 1,000

万円×1/2＝500万円）、②その譲渡代金は、子が支

出した増築費用のうち父の負担すべき部分の金額 

(本事例では 1,000万円×1/2＝500万円)と相殺する

ことで、贈与税の課税関係は生じないとする例を示し

ています。このように高率の贈与税課税を避けることは

できますが、①の持分異動分については、父の譲渡

所得を認識しなければなりません（この譲渡は親子間

譲渡のため、居住用財産譲渡の特例等は適用できま

せん）。同様のケースならば、登記及び譲渡の税負担

を事前にシミュレーションしておくことをお勧め致しま

す。 
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